
大阪大学産業科学研究所 技術職員公募要領 

 

            技術職員採用試験の実施について 

 

大阪大学産業科学研究所では下記の要領で，技術職員採用試験を実施します。 

 

                       記 

１．募集職種： 

  技術職員(１名)  

 

２．勤務場所： 

  産業科学研究所 技術室   大阪府茨木市美穂ヶ丘８－１ 

 

３．職務内容：  

  教育研究のテクニカルサポート（化学分析機器を用いる多種多様な研究材料の依頼分析、分 

析指導、分析装置の維持管理）                       

 

４．応募資格： 

  ３０歳以下の化学系大学卒業者、工業高等専門学校卒業者（平成 23年 3月卒業見込みの者

を含む）で，溶液および固体核磁気共鳴装置、誘導結合プラズマ発光分析装置など各種分

光分析装置の測定、維持管理に精通し、寒剤を扱う装置維持管理業務の経験者 

  ただし，次の者は応募できません。 

  １）成年被後見人及び被保佐人 

  ２）禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終えるまでの者，又はその刑の執行 

    猶予の期間中の者，その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

  ３）懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことのある者で，その処分の日 

    から２年を経過していない者 

  ４）日本国内における活動に制限のない在留資格を有しない者 

  ※長期勤続によるキャリア形成のため、上記年齢の方を対象としています。 

  （雇用対策法第１０条及び雇用対策法施行規則第１条の３第１項第３号のイ） 

 

５．応募期限： 

  平成 23年 11月 4日(金)午後 5時 必着 

 

６．採用予定時期： 

  平成 24年 4月 1日 

 

７．応募書類： 

  １）履歴書 1部（写真貼付） 市販の用紙を使用する事。 

  ２）成績証明書 

  ３）自己推薦書（自己 PR） 任意様式にて 300字程度 

   ※応募書類は返却しません。 

 

８．書類提出先： 

  〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8－１ 電話 06-6879-8386  

  大阪大学産業科学研究所総務課人事係 

  応募書類は封筒に[技術職員応募]と朱書し，簡易書留便にて送付すること。 

 

 

 



９．選考方法等： 

  履歴書等にもとづく書類選考（第 1 次試験）の後，第 2 次試験として筆記試験，面接試験 

を実施する。 

  第 2次試験実施日：平成 23年 11月 28日(月)  

  第 1次試験合格者には第 2次試験の集合場所、開始時刻等を電話連絡します。 

 

10．給与： 

  １）初任給  

 （例）大学卒業後すぐに採用の場合  186,928円（地域手当を含む） 

 （例）工業高等専門学校卒業後すぐに採用の場合  171,136円（地域手当を含む） 

     ※初任給は、各人の経歴等によって決定されます。 

  ２）諸手当 

     通勤手当：公共交通機関利用者 使用額に応じ、月額 55,000円まで支給 

          自動車等利用者   使用距離に応じ、月額 24,500円まで支給 

     住居手当：借家 家賃額（月 12,000円以上）に応じ、27,000円まで支給 

     扶養手当： 配偶者  13,000円 

           配偶者以外 1人当たり 6,500円 

           配偶者がいない場合 1人目 11,000円 

     期末・業績手当： 6月と 12月の年 2回支給（額はその期ごとに決定） 

     その他：超過勤務手当等 

  ３）昇給 

     各年の 1月 1日にそれ以前 1年間の勤務成績に応じ昇給 

 

11．勤務条件： 

  １）勤務時間 

     月曜日から金曜日 8時 30分～17時 15分（1日 8時間、週 40時間勤務） 

     休憩時間 12時 15分～13時  

 ２）休日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～1月３日） 

 ３）休暇 

    年次有給休暇  年 20日付与（4月採用の場合、その年は 15日付与） 

              残日数は 20日を限度として翌年に繰越可能 

    特別休暇    傷病、結婚、産前・産後、忌引、夏季休暇等（有給） 

 ４）休業 

    育児休業  子が 3歳に達するまでの期間について取得可能 

    介護休業  介護を必要とする 1人につき通算して 93日の範囲内で取得可能 

          （対象家族：配偶者、父母、子、配偶者の父母等） 

 

12．福利厚生 

 １）健康保険・年金 

   健康保険、年金については、ともに文部科学省共済組合に加入します。 

   結婚手当金、出産費、病気やけがの療養費給付等の給付があります。 

 ２）共済事業 

   共済積立貯金、グループ保険、人間ドック受診費用の助成、スポーツクラブの利用助

成、文部科学省共済組合宿泊施設利用補助、特別契約保養所、各種貸付等の制度があ

ります。 

 

13．本件に関する問い合わせ先： 

   大阪大学産業科学研究所 総務課人事係 鎌谷 明 

   電話 06-6879-8386     

 


